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取締役会の実効性評価

　当社は、企業価値を向上させることを目的とし、取締役
会が果たすべき責務・役割が発揮できているかを検証し、
また、取締役会における課題を見出し、継続的に改善し続
けることを目的として、取締役会の実効性の評価を行って
います。

　2023年度は、「取締役会の構成」、「議論活性化・経
営判断を行うための環境整備」、「中長期戦略に基づくモ
ニタリング」、「内部統制運用状況のモニタリング」といっ
た評価項目に対して、社外取締役４名を含む、全ての取締
役（議長を除く）の回答結果を取締役会にて共有し、議論
を行いました。

　このような評価プロセスの結果、現状の当社取締役会
は、適切な構成のもと、必要な資料や指標に基づき議論
が行われており、その監督機能を十分に発揮していること
を確認しています。評価項目の中には、「取締役会への
上程議案の内容および議案数」、「経営判断を行うために
必要な情報が提供されているか」、「中長期戦略に基づい
た適切な指標が報告がされているか」等があります。今
後も定期的に評価を行い、更なる取締役会の実効性の向
上を図っていきます。

　当社は、お客さま・お取引先さま・株主さま・社員・地域社会という全てのステークホルダーから「価値ある企業」として支持され続
けることを目指しています。グループ内の事業会社を指揮・管理する持株会社として、企業価値・株主価値向上を使命と考え、この使
命を実現させる基盤が、コーポレート・ガバナンスの強化であると考えています。このため、取締役会の活性化、監査体制の強化、
経営機構の効率化、コンプライアンス体制の整備等について取り組んでいます。

基本的な考え方

　当社は、監査等委員会による監査・監督体制が経営監視機能として有効であるとの判断のもと、監査等委員会制度を採用しています。
組織として監査権限を有する監査等委員会を設置することにより、経営へのモニタリング機能を強化し、持続的な企業価値の向上を
図ることができると考えています。
　当社は会社設立時から、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員長とする指名委員会および報酬委員会を設置していま
す。監査等委員会を含めた全ての委員会において独立社外取締役が委員長を担い、過半数を独立社外取締役が占めることでガバ
ナンスの有効性を高めています。

企業統治の体制を採用する理由

　当社は、グループの経営執行責任を明確にし、ガバナンス体制の強化を図るとともに、経営環境の変化に対して機動的に対応で
きる執行体制を構築するため、代表取締役2名をCEO（最高経営責任者）およびCOO（最高執行責任者）として選定しています。
代表取締役社長兼COO等が中心となって提案する取締役会での決議事案に関して、広い視点で捉えながら議論を促し、まとめる
役割として代表取締役会長兼CEOが取締役会議長を担うことが適任と考えています。

取締役会議長の考え方

　当社の監査等委員会は、監査等委員5名で構成されており、そのうちの4名が独立社外取締役です。当社は活動の実効性確保の
ため、常勤の監査等委員を置くことにしています。監査等委員会の議長は独立社外取締役とし、内部統制システムの活用や会計監
査人との緊密な連携を図ることにより、定めた監査方針および監査計画に基づく監査を行っています。
　常勤監査等委員は、業務監査および財務報告に係る監査の担当部門である内部監査室と定期的な会議を実施し、監査状況の報
告を受け、意見交換を行っています。

監査等委員会の役割

　取締役会の諮問機関として「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しています。「指名委員会」は「取締役および執行役員の人選の
方針の決定」、「取締役の選任・解任案および役付取締役・執行役員の選定・解職案」を審議し、取締役会に対して答申を行う機関であり、

「報酬委員会」は取締役および執行役員の報酬の方針・報酬案を、取締役会に対して答申、監査等委員会に対して提案を行う機関に
なります。
　指名・報酬委員会は独立性を確保する見地から、取締役会の決議によって選任された委員で構成し、いずれも独立社外取締役を
議長、過半数を独立社外取締役としております。
　任意に設置している委員会ですが、指名・報酬委員会ともに決定内容は委員長から取締役会に答申しており、取締役会の意思決定
に対して大きな影響を与えています。

指名・報酬委員会の役割

　社外取締役4名のみの意見交換および代表取締役社長と監査等委員（社外取締役4名、常勤監査等委員1名）との意見交換の場
を取締役会とは別の機会に定期的に設け、社外取締役からの意見を取締役会の実効性向上に向けた改善につなげています。

取締役会の実効性向上に向けた取り組み
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